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５ 地区別の方針 

地区別の計画は、身近な地区レベルでの問題や課題に対応するため、土地

利用の状況・資源・特色のまとまりとして市域を次の８つの地区に区分して、

その地区のみどりの現状や課題を分析し、地区ごとに個性と魅力あるみどり

あふれるふるさと秦野の将来方向を示すものです。 

 

地区区分 
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 (1) 本町地区 

ア 地区の概要とみどりの現状 

本町地区は商店街や大型小売店舗が立地し、市役所を始めとした各種

公共公益施設も充実した本市の中心市街地となっています。 

地区内には水無川、金目川、葛葉川が流れ、ホタルや水鳥の生息場所

となっています。東側には弘法山などの豊かな自然があります。地区東

部及び南部等には農地が広がっています。 

しかし、身近な公園などのオープンスペースが不足しています。また、

西側の工業地帯では住宅地と工業地が混在しており、環境への配慮が求

められています。 

イ 課題 

○水無川、葛葉川、弘法山などの自然環境資源の適切な保全・活用 

○身近な公園などのオープンスペースの確保 

○農地の保全 

ウ 方針 

○県立丹沢大山自然公園の保全・活用 

・うるおいづくりの空間として保全・活用を図ります。 

○「みどりネットワーク」の保全・維持 

・水無川とその川辺に整備されている河川緑地の維持・保全を図ります。 

・みずなし川緑地の保全・活用を推進します。（水とみどりのふれあい軸） 

○葛葉川ふるさと峡谷の保全・活用 

・市街地に近接した身近な自然体験ゾーンとして活用を図ります。 

・特別緑地保全地区指定の検討をします。 

○弘法山の保全・活用 

・良好な生物生息空間、市街地からの眺望対象として保全を図ります。 

・弘法山周辺農地を活用した花のある観光地づくりを推進します。 

○市街地に残る良好な緑地の保全 

・曽屋神社・曽屋配水場跡地などの市街地に残る良好な緑地の保全を図 

ります。 

○身近な公園の整備 

・面的な整備を行う場合には、身近な公園の整備を図ります。 

○農地の保全等 

・地区東部及び南部等の集団的な農地等は生産環境の向上及び保全に努 

め、市街化区域内の農地は生産緑地制度の活用等により農地の保全に努 

めます。 
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本町地区方針配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 
市役所 

：小田急電鉄小田原線 

：国道２４６号 

：東名高速道路 

：新東名高速道路 

：厚木秦野道路 

市街地に残る緑地（神社） 

河川緑地の保全・活用 

（みずなし川緑地） 

緑化重点地区 

（市役所周辺） 

花のある観光地 

（弘法山） 

農地・農業集落地等の保全等 

県立丹沢大山自然公園の 

保全・活用 特別緑地保全地区の指定を検討 

（葛葉緑地） 

葛葉川ふるさと峡谷の保全・活用 

（かながわのナショナル・トラスト緑地） 

水とみどりのふれあい軸 

近隣公園の整備 

（曽屋） 



 

 - 75 -

 (2) 南地区 

ア 地区の概要とみどりの現状 

南地区は小田急線秦野駅を中心に市街地を形成し、秦野市カルチャー

パークには、秦野中央運動公園や文化会館、図書館、総合体育館など本

市の文化・スポーツ施設が集積しています。秦野駅南部を始めとして、

土地区画整理事業により市街地が整備されています。 

弘法の清水や荒井湧水などの湧水が点在し、その南側には震生湖や渋

沢丘陵の豊かな自然が広がっています。地区内を流れる室川沿いには良

好な樹林地があるほか、ゲンジボタルの生息がみられます。市街地内に

は多くの生産緑地があります。 

イ 課題 

○農地や渋沢丘陵の斜面緑地の保全 

○水無川、震生湖、湧水群などの水環境の適切な保全・活用 

○沿道の緑化などによる市街地内の緑の創造 

ウ 方針 

○渋沢丘陵の保全 

・景観上重要となる斜面緑地の保全・活用を図ります。 

・ボランティア団体等による里山林の保全活動に対して支援します。 

○「みどりネットワーク」の保全・維持 

・水無川とその川辺に整備されている河川緑地の維持・保全を図ります。

（水とみどりのふれあい軸） 

○湧水・谷戸田の保全・活用 

・弘法の清水周辺の再整備を進めます。 

・多様な生物の生息環境として湧水地や谷戸田を保全する「生き物の 

里」に指定するとともに、自然とふれあうことのできる場として活用を 

図ります。 

・多様な生物の生息環境として湧水地や谷戸田を保全する「生き物の里」 

に指定するとともに、自然とふれあうことのできる場として活用を図り 

ます。 

○震生湖周辺整備の推進 

・景観、文化財、観光要素として貴重な資源である震生湖の自然環境を

保全・活用していくため、震生湖周辺整備を推進します。 

○市街地に残る良好な緑地の保全 

・室川沿いの渓谷の緑や白笹神社周辺の緑、南小学校のソメイヨシノな

ど、市街地に残る良好な緑地の保全を図ります。 

○農地の保全等 

・営農環境を維持するため、農地の保全に努めます。 
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南地区方針配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秦野駅 

：小田急電鉄小田原線 

：国道２４６号 

：東名高速道路 

：新東名高速道路 

：厚木秦野道路 

緑化重点地区 

（秦野駅南部地区周辺） 

近隣公園 

（秦野中央こども公園） 

斜面緑地の保全 

（渋沢丘陵） 

湧水地の保全・整備 

（荒井湧水） 

湧水地の保全・整備 

（秦野盆地湧水群） 

震生湖周辺の整備 

（震生湖） 

市街地に残る緑地 

（神社・学校） 

河川緑地の保全・活用 

（みずなし川緑地） 

緑化重点地区 

（秦野市ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ周辺） 

湧水地の保全・整備 

（弘法の清水） 

水とみどりのふれあい軸 

水辺景観 

（今泉名水桜公園） 

農地・農業集落地等の保全等 

近隣公園 

（南が丘公園） 

都市緑地 

（立野緑地） 
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 (3) 東地区 

ア 地区の概要とみどりの現状 

東地区は丹沢から続く樹林地や農地が広がり、市街地は比較的地形の

緩やかな地区の南側に広がっています。 

地区北部及び東部は丹沢大山国定公園及び県立丹沢大山自然公園の指

定により自然環境が保護され、市街地周辺には豊かな田園風景が広がっ

ています。その中に東田原中丸遺跡や源実朝公御首塚などの歴史資源が

数多く存在するほか、春嶽湧水や護摩屋敷の水など、湧水も豊かです。

首都圏自然歩道やハイキングコースが設定され、また自然観察の森があ

り、丹沢の自然とのふれあいを楽しむことができます。しかし、丹沢の

植林地の荒廃や野生動物による農作物への被害がみられます。地区南部

の住宅地の中に葛葉峡谷のまとまった緑が残されています。 

イ 課題 

○丹沢の自然の適切な保全・活用 

○歴史的・文化的資源と一体となったみどりの保全 

○葛葉川ふるさと峡谷の保全・活用 

○農地の保全・有効活用 

ウ 方針 

○丹沢大山国定公園・県立丹沢大山自然公園の豊かな緑地の保全・活用 

○地区内の史跡・文化財とみどりとの連携を図った活用 

・源実朝公御首塚・東田原中丸遺跡・大日堂等の地区内の史跡・文化財 

を保護し、一体となったみどりを保全・活用することによって、秦野の 

歴史・文化を感じることのできる空間づくりを進めます。 

・地区内の自然環境資源と歴史的・文化的資源を結ぶハイキングルート 

の整備を図ります。 

○葛葉川ふるさと峡谷の保全・活用 

・市街地に近接した身近な自然体験ゾーンとして活用を図ります。 

・特別緑地保全地区の指定を検討します。 

○里地里山の保全再生 

・ボランティア団体等による里山林の保全活動に対して支援します。 

・農林業団体等がヤマビル対策として行う林内整備に対して支援します。 

○農地の保全等 

・田原ふるさと公園の活用を推進し、市民の農業に対する理解や都市住 

民との交流を深める場を創出します。 

・集団的な農地等は生産環境の向上及び保全に努め、市街化区域内の農 

地は生産緑地制度の活用等により農地の保全に努めます。 
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東地区方針配置図 

 

 

 

 

 

：小田急電鉄小田原線 

：国道２４６号 

：東名高速道路 

：新東名高速道路 

：厚木秦野道路 

県立丹沢大山自然公園の 

保全・活用 

丹沢大山国定公園の 

保全・活用 

自然環境保全地域の保全 

（田原・蓑毛） 

農地・農業集落地等の保全等 

葛葉川ふるさと峡谷の保全・活用 

（かながわのナショナル・トラスト緑地） 

特別緑地保全地区の指定を検討 

（葛葉緑地） 

史跡・文化財と 

みどりとの連携 

歴史公園の整備 

（東田原） 

地区公園の整備 
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 (4) 北地区 

ア 地区の概要とみどりの現状 

北地区は土地利用の約７５％が樹林地・農地等で、丹沢の森林や農地

が広がる良好な自然景観となっており、石仏などの歴史的資源が点在し

ています。 

地区内を流れる葛葉川や新田川は良好な河川環境を有しており、ホタ

ルやカモなどの生息環境となっています。地区西部では、丹沢の自然を

活用した広域公園となる県立秦野戸川公園があります。 

イ 課題 

○丹沢の自然の適切な保全・活用 

○水無川等の良好な河川環境 

○里地里山や農地の保全・有効活用 

ウ 方針 

○丹沢大山国定公園の豊かな緑地の保全・活用 

○「みどりネットワーク」の保全・活用 

・水無川とその川辺に整備されている河川緑地と県立秦野戸川公園との

連携を図ることにより活用を図ります。（水とみどりのふれあい軸） 

○県立秦野戸川公園の整備 

・丹沢の自然や周囲の田園景観を生かし、地域の文化や自然とふれあう

ことのできる公園として整備を促進します。 

○里地里山の保全再生及び林業思想の普及 

・「里山ふれあいセンター」「表丹沢野外活動センター」における里地里

山の保全再生活動及び林業思想の普及を推進します。 

・ボランティア団体等による里山林の保全活動に対して支援します。 

・農林業団体等がヤマビル対策として行う林内整備に対して支援します。 

○農地の保全等 

・家族で気楽に楽しむことのできる観光農業等を推進します。 

・集団的な農地等は生産環境の向上及び保全に努め、市街化区域内の農 

地は生産緑地制度の活用等により農地の保全に努めます。 
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北地区方針配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹沢大山国定公園の 

保全・活用 

丹沢大山国定公園の 

保全・活用 

自然環境保全地域の保全 

（菩提向山） 

里山・林業の普及啓発 

（里山ふれあいセンター） 

河川緑地の保全・活用 

（みずなし川緑地） 

県立秦野戸川公園の整備 

里地里山保全再生活動の拠点 

（表丹沢野外活動センター） 

新東名高速道路 

（サービスエリア） 

水とみどりのふれあい軸 

：小田急電鉄小田原線 

：国道２４６号 

：東名高速道路 

：新東名高速道路 

：厚木秦野道路 

地区公園の整備 

（羽根） 

農地・農業集落地等の保全等 
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 (5) 大根地区 

ア 地区の概要とみどりの現状 

大根地区は、秦野盆地の外にあり、弘法山の南面に位置し、市街地を

取り囲むように樹林地や農地が広がっています。 

地区内には、東海大学や東海大学前駅があり、駅周辺は商業地となっ

ています。 

弘法山は、大根地区のシンボル的な緑地となっていまが、森林の荒廃

や野生動物による農作物への被害がみられます。 

イ 課題 

○弘法山の保全・活用 

○社寺林の保全 

○農地の保全 

○緑豊かな駅前空間の創出 

ウ 方針 

○弘法山の保全・活用 

・良好な生物生息空間、市街地からの眺望対象として保全を図ります。 

・大根川源流域湧水の保全・活用を図ります。 

○県立丹沢大山自然公園の保全・活用 

・地区北側に広がる豊かな緑地の保全・活用を図ります。 

○社寺林の保全 

・東光寺薬師堂、龍法寺等の良好な社寺林の保全を図ります。 

○農地の保全 

・弘法山周辺及び地区南部の集団的な農地等は生産環境の向上及び保全 

に努め、市街化区域内の農地は生産緑地制度の活用等により農地の保全 

に努めます。 

○緑豊かな駅前空間の創出 

・各駅周辺のもつ地域特性を生かす空間づくりを進めるため、効果的な 

緑化を推進します。 
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大根地区方針配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海大学前駅 

：小田急電鉄小田原線 

：国道２４６号 

：東名高速道路 

：新東名高速道路 

：厚木秦野道路 

県立丹沢大山自然公園の 

保全・活用 

市街地に残る緑地 

（寺院） 

総合公園の整備 

（弘法山） 

県立丹沢大山自然公園の 

保全・活用 

弘法山の保全・

活動 

鶴巻温泉駅

緑豊かな駅前空間の創造 

歴史公園の整備 

（下大槻） 

農地・農業集落地等の保全等 
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(6) 鶴巻地区 

ア 地区の概要とみどりの現状 

鶴巻地区は本市の最も東側に位置し、秦野盆地の外にあり、伊勢原市

や平塚市と隣接しています。 

市街地内には県の天然記念物に指定されている鶴巻の大ケヤキや社寺

林を中心とした良好な緑が残され、温泉地という地域特性があります。 

台風、大雨等による浸水被害が課題となっています。 

イ 課題  

○社寺林・大ケヤキの保全 

○スポーツ・レクリエーション拠点の形成 

○農地の保全 

○緑豊かな駅前空間の創出 

ウ 方針 

○社寺林・大ケヤキの保全 

・落幡神社等の良好な社寺林の保全を図ります。 

・県天然記念物の鶴巻の大ケヤキを引き続き保全していきます。 

○おおね公園を核としたスポーツ・レクリエーション拠点の形成 

・おおね公園は、気軽に水とのふれあいやスポーツを楽しむことのでき

る拠点として、今後も維持していきます。 

・おおね公園周辺の河川は、地域との協働で進める「鶴巻あじさい散歩

道」や川の清掃・草刈りを通し、散歩などを楽しむことのできる水辺の

創造を目指します。 

○農地の保全等 

 ・地区西部及び東部の集団的な農地等は生産環境の向上及び保全に努め、 

市街化区域内の農地は生産緑地制度の活用等により農地の保全に努めま 

す。 

○緑豊かな駅前空間の創出 

・各駅周辺のもつ地域特性を生かす空間づくりを進めるため、効果的な 

緑化を推進します。 

・特別緑地保全地区の指定を検討します。 
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鶴巻地区方針配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴巻温泉駅

東海大学前駅 

：小田急電鉄小田原線 

：国道２４６号 

：東名高速道路 

：新東名高速道路 

：厚木秦野道路 

地区公園 

（おおね公園） 

緑豊かな駅前空間の創造 

市街地に残る緑地 

（大木・神社） 

憩いの水辺の創造 

（鶴巻あじさい散歩道） 

農地・農業集落地等の保全等 

特別緑地保全地区の指定を検討 
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(7) 西地区 

ア 地区の概要とみどりの現状 

地区内には渋沢駅を中心とした市街地が広がり、各種商業・業務施設

が立地しています。堀山下地区の南部には規模の大きな工場も立地する

工業地が形成されています。渋沢駅周辺では、生活環境の向上と商店街

の活性化を図るため、土地区画整理事業が施行されています。 

上地区との境界を流れる四十八瀬川は良好な水辺環境を有しており、

地区のシンボル的存在となっています。丹沢の自然を生かした県立秦野

戸川公園が整備中です。西地区は本市の中でも農業が盛んな地域であり、

「ふれあい農園」などの観光農業も行われています。 

イ 課題 

○丹沢の自然の適切な保全・活用 

○四十八瀬川や水無川、室川などの良好な河川環境の保全 

○渋沢丘陵の保全 

○農地の保全・有効活用 

ウ 方針 

○丹沢大山国定公園の豊かな緑地の保全・活用 

○「みどりネットワーク」の保全・活用 

・水無川とその川辺に整備されている河川緑地と県立秦野戸川公園との

連携を図ることにより活用を図ります。（水とみどりのふれあい軸） 

○県立秦野戸川公園の整備 

・丹沢の自然や周囲の田園景観を生かし、地域の文化や自然とふれあう

ことのできる公園として整備を促進します。 

○水に親しめる河川環境の整備 

・四十八瀬川の才戸橋から甘柿橋までの川辺やその周辺を「みどりネッ

トワーク」のひとつとして、自然環境及び景観面から保全するとともに、

市民にゆとりとうるおいを与える水辺環境として、整備手法も含めた活

用策を検討します。（水とみどりのふれあい軸） 

○渋沢丘陵の保全 

・景観上重要となる斜面緑地の保全・活用を図ります。 

・ボランティア団体等による里山林の保全活動に対して支援します。 

・頭高山周辺の整備事業を進めます。 

・生き物の里(渋沢・峠)の指定を継続し、地域との連携による保全活動

を推進します。 

・特別緑地保全地区の指定を検討します。 

○近隣公園の整備 

・身近な公園として近隣公園を整備します。 

○農地の保全等 

・集団的な農地等は生産環境の向上及び保全に努め、市街化区域内の農 

地は生産緑地制度の活用等により農地の保全に努めます。 

・家族で気楽に楽しむことのできる観光農業等を推進します。 

○緑豊かな駅前空間の創出 

・駅周辺のもつ地域特性を生かす空間づくりを進めるため、効果的な緑

化を推進します。 
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西地区方針配置図 

渋沢駅 

：小田急電鉄小田原線 

：国道２４６号 

：東名高速道路 

：新東名高速道路 

：厚木秦野道路 

丹沢大山国定公園の 

保全・活用 

県立秦野戸川公園の整備 

河川緑地の保全・活用 

河川緑地の保全・活用 

（四十八瀬川） 

河川環境の保全 

（室川） 

特別緑地保全地区の指定を検討 

生き物の里 

（渋沢） 

緑豊かな駅前空間の創造 

生き物の里 

（峠） 

水とみどりのふれあい軸 

水とみどりのふれあい軸 

歴史公園 

（桜土手古墳公園） 
近隣公園の整備 

（堀西） 

農地・農業集落地等の保全等 



 

 - 87 -

 (8) 上地区 

ア 地区の概要とみどりの現状 

上地区は秦野市の最も西側に位置し、地区面積の約８１％が農地・山

林で、豊かな自然の中に集落が点在しています。 

西地区との境界を流れる四十八瀬川は良好な水辺環境を有しており、

地区のシンボル的存在となっています。地区北部は丹沢大山国定公園に

指定され、豊かな自然が保護されています。表丹沢県民の森では豊かな

丹沢の自然とふれあうことができます。柳川や三廻部などの谷戸田では

ホタルの生息環境が残されており、柳川地区の谷戸田は「生き物の里」

の第 1 号に指定されています。耕作放棄された農地が増加しています。 

イ 課題 

○丹沢の自然の適切な保全・活用 

○四十八瀬川の良好な河川環境の保全 

○農地の保全・有効活用 

ウ 方針 

○丹沢大山国定公園の豊かな緑地の保全・活用 

○水に親しめる河川環境の整備 

・四十八瀬川の才戸橋から甘柿橋までの川辺やその周辺を「みどりネッ

トワーク」のひとつとして、自然環境及び景観面から保全するとともに、

市民にゆとりとうるおいを与える水辺環境として、整備手法も含めた活

用策を検討します。 

○里地里山の保全再生 

・ボランティア団体等による里山林の保全活動に対して支援します。 

・柳川地区の「生き物の里」を地元住民・ボランティアと協働して、引 

き続き保全していきます。 

○農地の保全等 

・自然環境資源や遊休農地の利活用による地域振興を図るため、農業体

験や農村体験等の家族で気軽に楽しむことのできる観光農業を推進しま

す。 
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上地区方針配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：小田急電鉄小田原線 

：国道２４６号 

：東名高速道路 

：新東名高速道路 

：厚木秦野道路 

丹沢大山国定公園の 

保全・活用 

自然環境保全地域 

（三廻部浅間山） 

河川緑地の保全・活用 

（四十八瀬川） 

生き物の里 

（柳川） 

水とみどりのふれあい軸 

農地・農業集落地等の保全等 
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第４章 秦野市生物多様性地域戦略 

１ 生物多様性地域戦略の策定にあたって 

(1)  地域戦略の目的 

  私たちは、地球の生態系の一部として、他の生物と共存し支え合って生 

きています。しかし、人間の活動による生物の生育環境の悪化や生態系の 

破壊などで、種の絶滅速度は異例の速度で進行しています。 

 このような事情を背景に、平成４年（1992 年）５月にケニアで開催され 

た合意テキスト採択会議において「生物多様性条約※」が採択され、日本 

は、平成５年（1993 年）に締結しました。 

 平成２０年（2008 年）には、生物多様性基本法が制定されたことで、各 

自治体においても、地域の生物多様性の保全等について取り組む地域戦略 

（生物多様性地域戦略）の策定が努力義務とされました。 

 私たちの生活は、生物多様性から多くの恩恵を受け成り立っています。 

 地域戦略は、一人ひとりが環境問題について振り返り、生物多様性の考 

え方を社会に浸透させることを目的としています。 

※「生物多様性条約」 

生物多様性の保全、生物多様性の構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正か 

    つ衡平な配分を目的とする条約 

(2)  地域戦略の期間 

    「秦野市みどりの基本計画」の計画期間に合わせて、令和３年度から令 

和７年度とします。  

２ 生物多様性 

 (1) 生物多様性とは 

約４６億年にわたる地球の歴史の中で、地球上の生物は、様々な環境に 

適応し、進化し、 多種多様な生物が生まれてきました。これらの生物には、 

一つひとつに個性があり、地球上に生きる全ての生物が、直接的または間 

接的に支え合って生きています。これが「生物多様性」です。 

 この生物多様性が、私たちに豊かな自然の恵みをもたらしています。 

    生物多様性条約では、生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性の 

３つの多様性をあげています。 

ア 生態系の多様性 

  山、樹林地や河川など、様々な環境が存在し、それぞれの環境に適し 

た生物により、多様な生態系が存在することです。 

イ 種間（種）の多様性 

様々な動物、植物、細菌等の生物が生息・生育していることです。 
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ウ 遺伝子の多様性 

  同じ種類の動物や植物でも、地域により形態や模様、生態などが異な 

ります。このように遺伝子のレベルで多様な違いがあることです。 

(2) 生態系サービス 

   私たちの生活に欠かせない酸素や水、食料などは、生物多様性が私たち 

に与えてくれる恵みであり、この恵みを「生態系サービス」として、次の 

４つに分類しています。 

ア 供給サービス 

    豊かな土壌によって作られる農作物、石油などの燃料や木材、薬品の 

提供など、私たちの生活に重要な資源を供給するサービスです。 

  イ 調整サービス 

    植物や土壌などによる水質改善、森林などの生態系による気候の調整

や自然災害の防止・緩和と言った、環境を安定・制御するサービスです。 

  ウ 文化的サービス 

    国や地域ごとに、生態系や気候は様々です。それらの違いは、地域固 

有の文化や景観、習慣などを育み、私たちの生活に精神的な恩恵を与え 

ているサービスです。 

  エ 基盤サービス 

水の循環、土壌形成、植物の光合成など、他の３つの生態系サービス 

を支えるサービスです。 

【生態系サービス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 生物多様性の４つの危機 

私たちの生活に様々な恵み（生態系サービス）を与えてくれる生物多様 

性には、４つの危機があるとされ、人間の活動による影響が主な原因であ 
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ると考えられています。種の絶滅速度は、自然状態での速度に比べて遥か 

に早く、多くの生物が危機に瀕しています。 

ア 第１の危機（人間の活動による影響） 

    高い成長量が期待できる人工林への拡大造林、開発に伴う森林伐採や、 

埋め立て工事等による生息、生息地の破壊など。 

イ 第２の危機（自然に対する人間の働きかけの縮小による影響） 

エネルギー構造の変化による新炭林の管理不足や里地里山の荒廃※ 

など。 

ウ 第３の危機（人間により持ち込まれたものによる影響）  

人間による活動で、外来種や化学物質などが持ち込まれることによる 

生態系への影響など。 

エ 第４の危機（地球環境の変化による影響） 

    地球温暖化、極端な気象現象などの環境の変化により、それに適応で 

きない生物や生息・生育場所の移動ができない生物への影響など。 

※「里地里山の荒廃」 

本市においても、里地里山の荒廃で、シカやイノシシ等の農作物への被害や、ヤマビルの生息地の拡 

      大が問題とされています。 

(4) 外来種 

   本来の分布地域に生息していた生物（在来種）に対し、人間の活動等に 

より人為的に持ち込まれた生物を外来種としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1「国内由来の外来種」 
  日本に分布地域を有しているが、その分布地域を超えて、国内の他の地域

に入ってきた生物 
※2「国外由来の外来種」 

日本に分布地域を有していない生物 

※3「特定外来生物」 
  生態系等に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして、外来生物

法によって規定された外来生物 

※4「未判定外来生物」 
  生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす疑いがあるか、実態

がよく分かっていない生物 
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３ 生物調査 

  人間の活動や環境の変化により、生物多様性が失われつつあります。貴重 

な生物多様性を保全するためには、私たちを取り巻く環境の中で、どのよう 

な生物が生息しているのか、その現状を把握する必要があります。 

 地域環境を代表する指標生物※1は、現状を把握するための「ものさし」と 

して活用することができます。今回実施した生物調査では、平成２２年(2010 

年)に実施した生物調査※2を参考に指標種や調査地を選定しました。 

調査結果を比較することで、環境の保全や変化を把握することができるた 

め、生物多様性地域戦略の策定にあたり、令和元年から２年にかけて生物調 

査を実施しました。 

(1) 調査方法 

 市内に点在する水田・雑木林（26 箇所）、本来の潜在自然植生が残る社 

寺林及び市街化地区の公園（10 箇所）、市内を流れる河川（15 箇所）で生

物調査を実施し、指標生物の有無を記録しました。 

なお、既に調査資料がある場合には、調査資料を参考にしています。 

  調査期間は、令和元年８月から令和２年１１月末までとし、季節や昼夜 

など条件を変えて複数回以上実施しました。 

  生物の確認方法は、捕獲、目視、鳴き声、痕跡、死骸とし、水中の生物 

については、網による採集を行いました。その場での同定※3が難しい場合 

は、写真等により記録し後日、調査の上、同定を行いました。 

 また、調査日に確認できた生物を記録したものであり、記録が無いこと 

が、その動植物の存在を否定するものではありません。 

   ※1「指標生物」 

秦野市生物多様性地域連携保全活動計画の指標生物（平成 22 年 4 月）を参考に、雑木林、水田でそれ 

ぞれ 25 種選定し、指標生物とは別に外来種・要注意種も確認項目に加えました。河川の指標生物につい 

ては、相模川及び酒匂川水系で 5 年毎に実施されている神奈川県民参加型調査の動植物 57 種にｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞ 

ﾆ、ｳｼｶﾞｴﾙなどの外来種を追加しました。 

※2「平成２２年(2010 年)に実施した生物調査」 

   秦野市自然環境調査報告書（環境保全活動拠点 19 箇所の結果報告） 

※3「同定」 

生物の分類でどこに属するか決めることです。 
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【指標種一覧】 

（水田・雑木林の指標種一覧表） 
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（河川の指標種一覧表） 
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【調査箇所一覧】 

（水田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①菩提 ②東田原 1 ③名古木 1 ④名古木 2 ⑤柳川 1 ⑥堀西 ⑦千村  

⑧渋沢 ⑨今泉 1   ⑩今泉 2   ⑪北矢名   ⑫鶴巻 

 

（雑木林） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①横野   ②東田原 2 ③羽根 ④名古木 1 ⑤名古木 3 ⑥蓑毛 ⑦柳川 2 

⑧渋沢 1 ⑨渋沢 2    ⑩今泉 1 ⑪南が丘   ⑫上大槻   ⑬曽屋 1 ⑭曽屋 2 
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（公園・神社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①公園 1 ②公園 2 ③公園 3 ④公園 4 ⑤公園 5 ⑥公園 6 ⑦神社 1 

⑧神社 2  ⑨神社 3 ⑩神社 4 

    

（河川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四十八瀬川】①上流 ②中流 ③下流 【大根川】④上流 ⑤下流  

【金目川】    ⑥上流 ⑦中流 ⑧下流  【葛葉川】⑨上流 ⑩下流  

【水無川】    ⑪上流 ⑫中流 ⑬下流 【室川】  ⑭上流 ⑮下流 
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(2) 調査結果 

ア 水田 

【植物】 

12 箇所の水田調査の結果、指標種は 25 種中 24 種が確認されました。全地域

で確認できたのはセリであり、広域的に分布していたのはヒガンバナ、ケキツ

ネノボタン、ミゾソバ類などの湿地性植物でした。一方、全地区で確認できな

かった指標種はヘラオモダカで、その他ミズオオバコ、コガマ、ワレモコウ、

ミゾホオズキ、ツリガネニンジン、ミゾカクシは局所的に分布していました。

また、外来種については 8 箇所でオランダガラシが確認されました。 

以下に各地区の地域特性と確認された指標種について示します。 

 

・北地区 

定期的に草刈りがされており、稲作期以外は乾燥しています。イワツバメ

やコチドリなどの鳥類が、餌場や休憩場所として利用している水田が点在し

ています。 

北地区の水田で指標種は、11 種が確認されました。 

広く分布している指標種が多く見られ、外来種が唯一確認されなかった地

域です。 

 

・東地区 

環境団体等が管理している水田や湧水を利用した水田が広がり、平地に広

がる水田や山裾の谷戸田などが多くみられます。一部乾燥した水田や休耕地

も点在しますが、一年を通じて湿った状態の水田が多く存在しています。 

東地区の水田で指標種は、22 種が確認されました。 

これは平成 22 年(2010 年)の調査時とほぼ同程度です。市内で唯一ミズオ

オバコを確認。コガマやワレモコウ、アカバナ、ツリガネニンジンなど局所

的に分布する指標種が多く見られるなど、全体的に非常に良好な環境が保た

れています。 

 

・上地区 

環境団体等が管理している湧水を利用した水田が広がっています。ほとん

どが休耕地ですが、一年を通じて湿った状態の水田が多く存在しています。 

上地区の水田で確認された指標種は 16 種と比較的多く、良好な湿地環境が

保たれていると考えられます。 
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・西地区 

四十八瀬川の河川沿いや渋沢丘陵からの湧水を利用した水田が広がり、一

部乾燥した水田や休耕地も点在しますが、一年を通じて湿った状態の水田が

多く存在しています。 

西地区の水田で確認された指標種は 19 種と多く、コガマ、ワレモコウ、ム

ラサキサギゴケ、ミゾホオズキなど局所的に分布する指標種が見られたほか、

ミゾカクシはこの地区のみ確認されました。 

 

・南地区 

住宅街の中に点在する湧水を利用した水田や湿地があり、市内唯一の湖が

あるなど、貴重な水辺環境が残されています。 

南地区の水田の指標種は 4 種が確認で、地区としては最も少ない種数とな

りました。 

 

・大根地区 

弘法山の山裾には水田が広がり、ホタルなどが生息する貴重な場所となっ

ています。畔は常に草刈りがされ、一部乾燥した水田や休耕地も点在します

が、一年を通じて湿った状態の水田が多く存在しています。 

大根地区の水田で確認された指標種は 7 種で、平成 22 年(2010 年)の調査

時よりも減少しました。 

 

・鶴巻地区 

平野部には整備された水田が広がっていますが、冬季は水のほとんどない

乾田となり、一部に休耕田も点在しています。 

鶴巻地区の水田で指標種は、13 種が確認されました。 

平成 22 年(2010 年)の調査時から大きな変化は見られず、広く分布する指

標種のみ確認されています。 
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【水田（植物）調査結果】 
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【動物】 

12 箇所の水田調査の結果、指標種は 25 種中 22 種が確認されました。広域的

に分布していたのはシュレーゲルアオガエル、ツチガエル、ヒメアメンボ、シ

オカラトンボ、サワガニ、カワニナの 6 種です。局所的に分布していたのはニ

ホンイモリ、タイコウチ、ミズカマキリ、ヘイケボタル、シギ・チドリ類、カ

ヤネズミの 6 種で、さらに鶴巻地区で絶滅危惧Ⅱ類のトウキョウダルマガエル

が確認され、貴重な生息場所となっていることが分かりました。   

また、絶滅危惧Ⅱ類のホトケドジョウが生息している地域も多く、良好な谷

戸の水辺環境があることが分かり、市内の生物多様性の状況は比較的豊かに保

たれていると考えられます。 

平成２２年（2010 年）の同調査において市内数箇所で確認されていたヤマア

カガエルは、今回確認できた地域が減少しました。ヤマアカガエルはアライグ

マによって捕食されることが知られており、この１０年で外来種アライグマの

生息域が拡大していることとの関連性が懸念されます。さらに、ヤマアカガエ

ルにとって好適な産卵場所である、冬季の湿田が減っていることも要因の一つ

考えられます。 

また、水田にいる外来種等を駆除するために農薬を散布したり、冬季に水の

導入を中止したりすると、湿地で越冬する水生生物の生息地が失われるなど生

物相に与える影響は大きく、生物多様性の低下を招く恐れがあります。 

水田脇の湧水路にもサワガニなど多くの生物が生息していることから、現状

の素掘りの水路を維持していくことが望まれます。 

以下に各地区の地域特性と確認された指標種について示します。 

 

・北地区 

定期的に草刈りがされており、稲作期以外は乾燥しています。イワツバメ

やコチドリなどの鳥類が、餌場や休憩場所として利用している水田が点在し

ています。 

北地区の水田で指標種は、6 種が確認されました。 

広く分布している指標種が多いことが特徴的で、外来種は確認されません

でした。 

 

・東地区 

環境団体等が管理している水田や湧水を利用した水田が広がり、平地に広

がる水田や山裾の谷戸田などが多くみられます。一部乾燥した水田や休耕地

も点在しますが、一年を通じて湿った状態の水田が多く存在しています。 

東地区の水田で確認された指標種は 19 種類で、絶滅危惧Ⅱ類のホトケド 

ジョウが生息するなど、良好な谷戸の水辺環境があることが分かりました。
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ヤマアカガエル、ニホンイモリなど希少な生物が生息しているほか、ミズ 

カマキリとカヤネズミについては市内で唯一確認されました。 

 

・上地区 

環境団体等が管理している湧水を利用した水田が広がっています。ほとん

どが休耕地ですが、一年を通じて湿った状態の水田が多く存在しています。 

上地区の水田で確認された指標種は 17 種と多く、絶滅危惧Ⅱ類のホトケド

ジョウが生息しているほか、アメンボ類、トンボ類、ホタル類の指標種はほ

ぼすべて確認でき、良好な湿地環境が保たれていると考えられます。 

 

・西地区 

四十八瀬川の河川沿いや渋沢丘陵からの湧水を利用した水田が広がり、一

部乾燥した水田や休耕地も点在しますが、一年を通じて湿った状態の水田が

多く存在しています。 

西地区の水田で確認された指標種は 17 種と多く、ヤマアカガエル、タイコ

ウチ、ゲンジボタル、ヘイケボタルなど希少な指標種が見られました。 

 

・南地区 

住宅街の中に点在する湧水を利用した水田や湿地があり、市内唯一の湖が

あるなど貴重な水辺環境が残されています。 

南地区の水田で指標種は、9 種が確認されました。 

湖には外来種のウシガエルが多数生息していたため、対策が必要です。 

 

・大根地区 

弘法山の山裾には水田が広がり、ホタルなどが生息する貴重な場所となっ

ています。畔は常に草刈りがされ、一部乾燥した水田や休耕地も点在します

が、一年を通じて湿った状態の水田が多く存在しています。 

大根地区の調査地で指標種は、10 種が確認されました。 

平成 22 年(2010 年)の調査時に見られたヤマアカガエ、ゲンジボタル、ヘ

イケボタルは今回確認ができませんでした。 

 

・鶴巻地区 

平野部には整備された水田が広がっていますが、冬季は水のほとんどない

乾田となり、一部に休耕田も点在しています。 

鶴巻地区の水田で指標種は、7 種が確認されました。 

絶滅危惧Ⅱ類のトウキョウダルマガエルが確認され、貴重な生息場所と 

なっていることが分かりました。 

一方、外来種のスクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）やアメリカザリガニ

も確認されており、駆除等の対策が必要です。 
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【水田（動物）調査結果】 
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  イ  雑木林 

【植物】 

14 箇所の雑木林調査によって指標種 25 種中 24 種が確認されました。ほぼ全

域に分布していた指標種はフタリシズカ、ホウチャクソウ、ホトトギス、ヤマ

ユリ、キンラン、ヤブラン、タチツボスミレ、ヤブコウジ、アキノタムラソウ、

ヤブレガサ、シラヤマギクの 11 種が確認され、広域的に分布していた指標種は

ギンラン、シュンラン、リンドウの 3 種でした。局所的に分布していた指標種

はカンアオイ類、エビネ、ニリンソウ、キッコウハグマ、オケラであり、この

うち環境省版レッドリスト 2020 で準絶滅危惧種に指定されているエビネは市

内 6 箇所で確認されました。 

10 年前の同調査と比較しても指標種数の減少は見られず、全体的に良好な雑

木林環境が保たれていると言えます。しかし、各地区に数種の外来種の侵入が

確認され、林縁部や道路沿いに目立ち始めています。 

以下に各地区の地域特性と確認された指標種について示します。 

 

・北地区 

国定公園や自然環境保全地域が広がり、良好な自然環境が残る地域でスギや

ヒノキの針葉樹林が多く、下草はシダ植物が繁茂しています。 

北地区の雑木林で指標種は、20 種が確認されました。これは調査地 1 箇所と

しては最も多い種数です。 

日の当たる道路沿いや広葉樹林にはカシワバハグマ、マヤラン、ホタルカズ

ラなど貴重な花が確認できました。 

 

・東地区 

国定公園や自然公園、峡谷など生態系豊かな環境が広がり、良好な自然が 

残っている地域で、林道や散策路、環境団体等が管理している雑木林などがあ

ります。 

東地区の雑木林で指標種は、22 種が確認されました。 

調査地⑥では環境省版レッドリスト 2020 で準絶滅危惧種に指定されている

エビネの群落が確認されたほか、絶滅危惧Ⅰ類のヤブサンザシが見られまし

た。10 年前の同調査と比較しても指標種数の減少は見られません。ただし、

道路沿いには外来種のツルニチニチソウが繁茂し始めていました。 
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・上地区 

国定公園や自然環境保全地域が広がり、良好な自然環境が残り、多様な木々

や四季折々の草花が見られ、希少種も確認されています。 

上地区の雑木林で指標種は、16 種が確認されました。 

雑木林には多様な木々が見られ、道路沿いの土手にはアマドコロ、オカト

ラノオ、オオバウマノスズクサなど四季折々の草花が確認されました。 

 

・西地区 

北側に丹沢大山自然公園、中央部に住宅街、南側に渋沢丘陵が広がり、人

の手により管理された雑木林があります。 

また、渋沢丘陵を中心に環境教育の場や谷戸田の自然が残されている貴重

な場所となっています。 

西地区の雑木林で指標種は、19 種が確認されました。 

調査地⑨ではカンアオイ類やニリンソウ、準絶滅危惧種のエビネなども確

認されました。 

 

・南地区 

住宅街の近くに社寺林や神奈川県の探鳥地 50 選に選ばれたまとまった緑

地などがあり、南側には大磯丘陵が広がっています。 

南地区の雑木林で指標種は、22 種が確認されました。 

調査地⑩では春にはギンラン、シュンラン、イチヤクソウが、秋にはリン

ドウ、キッコウハグマなど貴重な種が確認されました。下草刈りなど適切な

管理が行われているため、多種多様な植物が生育する良好な環境が保たれて

いると考えられます。 

 

・大根地区 

北側に県立大山自然公園、駅周辺には商店や住宅街、市街地には自社林が

点在している地域。かつてあった、クヌギやコナラは減少し、桜やイロハモ

ミジが植林された雑木林が広がり、人の手により管理された雑木林と放置さ

れた雑木林が混在しています。 

大根地区の雑木林で確認された指標種は 18 種で、貴重な指標種であるオケ

ラも確認されました。 
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【雑木林（植物）調査結果】 
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【動物】 

14 箇所で確認された指標種は 25 種中 23 種が確認されました。ほぼ全域で確

認されたのはアブラゼミ、ミンミンゼミ、コゲラ類の 3 種が確認され、広域的

に分布していた指標種はモンキアゲハ、ハヤシノウマオイ、クツワムシ、スズ

メバチ類、カラ類の 5 種でした。 

また、局所的にはオオムラサキ、ハラビロカマキリ、フキバッタ類、ニホン

トビナナフシ、ハンミョウ、クロカナブンの 6 種が確認されました。 

指標種が最も多く確認された西地区の調査地⑨と南地区の調査地⑩、大根地

区の調査地⑬は多様な生物が生息できる豊かな自然環境が残っており、生物多

様性の観点からも理想的な地区と言えます。しかし外来種が数種ほど確認され

ていることから、早めの対策が課題となります。 

以下に各地区の地域特性と確認された指標種について示します。 

 

・北地区 

国定公園や自然環境保全地域が広がり良好な自然環境が残る地区で、スギ

やヒノキの針葉樹林が多く下草はシダ植物が繁茂しています。 

北地区の雑木林で確認された指標種は 10 種で、フクロウの姿も確認されて

います。 

 

・東地区 

国定公園や自然公園、峡谷など生態系豊かな環境が広がり良好な自然が 

残っている地域で、林道や散策路、環境団体等が管理している雑木林など、

定期的に草刈り等が行われています。 

東地区の雑木林で指標種は、14 種が確認されました。 

ハラビロカマキリとハンミョウは市内で唯一確認されました。市内でも特

にシカやイノシシの出没する地域でもあり、それに伴いヤマビルも多くなっ

ています。 

 

・上地区 

国定公園や自然環境保全地域が広がり、良好な自然環境が残り、多様な木々

や四季折々の草花が見られ、希少種も確認されています。 

上地区の雑木林で確認された指標種は 9 種で、鳥類も多く見られ、オオタ

カの鳴き声も確認されました。 
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・西地区 

北側に丹沢大山自然公園、中央部に住宅街、南側に渋沢丘陵が広がり、人

の手により管理された雑木林があります。 

また、渋沢丘陵を中心に環境教育の場や谷戸田の自然が残されている貴重

な場所となっています。 

西地区の雑木林で指標種は、16 種が確認されました。 

ジャコウアゲハ、オオムラサキ、フキバッタ類など貴重な動物が確認され

ましたが、生き物観察等を行う地域の環境教育の場でもイノシシによる被害

が増えてきたことから、対策が求めらます。 

 

・南地区 

住宅街の近くに社寺林や神奈川県の探鳥地 50 選に選ばれたまとまった緑 

地などがあり、南側には大磯丘陵が広がっています。 

南地区の雑木林で指標種は 17 種が確認され、ジャコウアゲハ、フキバッタ

類、クロカナブンなど貴重な指標種が確認されました。 

 

・大根地区 

北側に県立大山自然公園、駅周辺には商店や住宅街、市街地には自社林が 

点在している地域。かつてのクヌギやコナラ林は減少し、桜やイロハモミジ

が植林された雑木林が広がり、人の手により管理された雑木林と放置された

雑木林が混在しています。 

大根地区の雑木林で指標種は 16 種が確認され、エゾツユムシとニホントビ

ナナフシは、この地域のみで確認されました。 
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【雑木林（動物）調査結果】 
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  ウ 公園・神社 

【植物】 

公園・神社は雑木林や社寺林だけでなく、池や湿地など多様な環境を持ち合

わせています。そのような環境下の指標種 50 種中 18 種が確認されました。広

域で確認されたのはセリ、ヤブランなど 2 種でした。外来種については公園で

3 種、神社で 2 種が確認され、なかでもアレチヌスビトハギとオランダガラシ、

ナガミヒナゲシの 3 種が数箇所で確認されました。 

【公園・神社（水田植物）調査結果】 
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【公園・神社（雑木林植物）調査結果】 
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【動物】 

指標種 50 種中 25 種が確認されました。湿地を残して作られた公園⑤には、

ホトケドジョウやサワガニ、カワニナが生息し、ゲンジボタルやヘイケボタル

も生息していることが確認されました。公園⑥の池には特定外来生物であるウ

シガエルが生息しており、餌となるカエル類やドジョウ、アメンボ類やサワガ

ニなどの水生生物は確認されませんでした。 

【公園・神社（水田動物）調査結果】 
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【公園・神社（雑木林動物）調査結果】 
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   エ 河川 

【動植物】 

市内を流れる 6 河川（15 箇所）の調査において、指標種 57 種中 43 種が確認

されました。指標種が最も多かったのは葛葉川で 57 種中 31 種、続いて四十八

瀬川で 29 種でした。両河川ともナミウズムシ、サワガニ、ヒラタカゲロウの仲

間、ナガレトビケラの仲間、カジカガエルなど、きれいな水でしか生息できな

い指標生物が確認されています。また、千村の渋沢丘陵を水源とする室川の上

流地域はホタルの里としても有名で、きれいな水の指標生物であるアミカの仲

間が確認されました。 

一方、指標種が最も少なかったのは大根川で 18 種が確認されました。悪い水

質でも生息できるイシビルの仲間やミズムシのほか、外来種のアレチウリやア

メリカザリガニ、ミシシッピアカミミガメも確認されました。 

丹沢山系を水源とする葛葉川、水無川、四十八瀬川の上流調査地は人為的影

響を受けにくい環境であることから、絶滅危惧種Ⅱ類のカジカなども生息する

豊かな生態系が保持されています。また市内の河川全域にわたり準絶滅危惧種

のアブラハヤが多く見られ、神奈川県内では良好な河川環境であると言えます。

しかし下流にいくにしたがって市街地を流れ、生活排水の流入が増え、汚れた

水でも生息できる生物や、人為的な移入による外来種が増加するようになりま

す。 
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【河川調査結果】 
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  オ 外来種・要注意種 

【植物】 

特定外来生物（植物）のうち、調査で確認されたのはオオフサモ、アレチウ

リ、オオカワヂシャの 3 種であり、アレチウリは 3 河川で確認されました。  

市内広域で見られた外来種はアレチヌスビトハギとオランダガラシの 2 種が

確認され、河川敷にはハリエンジュも分布していました。 

【動物】 

今回の調査では確認されませんでしたが、秦野市の有害鳥獣対策の一環で仕

掛けている箱わなには特定外来生物のアライグマが数多く捕獲されていること

から生息は確認されています。哺乳類以外では、鳥類 1 種（ガビチョウ）、両生

類 1 種（ウシガエル）、魚類 2 種（ブルーギル、オオクチバス）、昆虫類 1 種（ア

カボシゴマダラ）が確認されました。 

さらにアメリカザリガニ、アオマツムシ、ガビチョウは市内広域で確認され

ているほか、野生動物によって運ばれて広がるヤマビルの生息域も拡大傾向に

あり、生態系や私たちの生活への影響も懸念されます。 
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【外来種・要注意種の調査結果】 

外来種・要注意種 水田 雑木林 公園・神社 河川 

植 物 

ｾﾘﾊﾞﾋｴﾝｿｳ ○    

ｱﾚﾁﾇｽﾋﾞﾄﾊｷﾞ ○ ○ ○  

ｵﾗﾝﾀﾞｶﾞﾗｼ ○  ○  

ｵｵｷﾝｹｲｷﾞｸ     

ﾅｶﾞﾐﾋﾅｹﾞｼ  ○ ○  

ﾏﾙﾊﾞﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ  ○   

ｵｵｶﾅﾀﾞﾓ     

ｺｶﾅﾀﾞﾓ     

ﾊﾘｴﾝｼﾞｭ    ○ 

ｼﾅﾀﾞﾚｽｽﾞﾒｶﾞﾔ     

ｵｵﾌｻﾓ※ ○   ○ 

ｱﾚﾁｳﾘ※    ○ 

ｵｵｶﾜﾁﾞｼｬ※    ○ 

動 物 

ｶﾀﾞﾔｼ     

ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ ○  ○ ○ 

ｻｶﾏｷｶﾞｲ ○    

ｽｸﾐﾘﾝｺﾞｶﾞｲ ○    

ｱｵﾏﾂﾑｼ  ○ ○  

ﾑﾈｱｶﾊﾗﾋﾞﾛｶﾏｷﾘ  ○ ○  

ﾐｼｼｯﾋﾟｱｶﾐﾐｶﾞﾒ    ○ 

ｳｼｶﾞｴﾙ※ ○  ○  

ｱｶﾎﾞｼｺﾞﾏﾀﾞﾗ※  ○   

ｶﾞﾋﾞﾁｮｳ※  ○ ○  

ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ※ ○    

ｵｵｸﾁﾊﾞｽ※ ○    

要注意種 
ｸﾏｾﾞﾐ  ○ ○  

ﾔﾏﾋﾞﾙ  ○   

※特定外来生物 
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４ 生物多様性の保全や社会浸透への取組み 

  今回の調査により把握できた、生物の生息状況の現状を踏まえ、本市の生 

物多様性を保全し、今後に伝えていくために、次のような取組が必要になり 

ます。 

 (1) 生物多様性の保全への取組み 

ア 動植物の情報収集や保護対策 

市の取組み 市民・事業者が協力できること 

・団体等と協力して生物調査を継続し

て実施します。 

・生態系の保全に努めます。 

・希少種等の保護や外来種の駆除等に

協力します。 

・飼育する生き物を適正に管理します。 

イ   環境ボランティア団体への支援 

市の取組み 市民・事業者が協力できること 

・環境ボランティア団体への支援な

ど、環境保全活動を推進します。 

・里地里山の保全活動や学校教育等と

連携した活動を実施します。 

ウ  緑地の保全・再生対策や緑地の創造 

市の取組み 市民・事業者が協力できること 

・環境創出行為に対して、緑地等指導

を行っていきます。 

・生き物の里及びその周辺一帯の環境

の保全再生に努めています。 

・開発行為については、周辺環境への

影響を最小限にするよう努めます。 

・生き物の里の適切な維持管理に努め

ます。 

 

(2) 生物多様性の社会浸透への取組み 

 ア  自然とのふれあい 

市の取組み 市民・事業者が協力できること 

・イベントの開催など、自然とふれあ

う機会をつくります。 

・イベントに積極的に参加、協力しま

す。 

イ  環境学習の実施 

市の取組み 市民・事業者が協力できること 

・エコスクールなど学校や地域で実践

的な環境教育・学習の場を作ります。 

・環境情報の発信や啓発を進めます。 

・環境学習・教育・体験活動に積極的

に参加、協力します。 

 

ウ  継続的な美化活動 

市の取組み 市民・事業者が協力できること 

・河川浄化月間等を通じて、河川浄化

に対する意識を啓発します。 

・河川清掃等に積極的に参加します。 
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(3)  将来的な展望 

  今回実施した生物調査では、多くの指標種が確認できました。確認で 

きた指標種の中には、絶滅危惧種等に分類されている指標種もあり、そ 

れらの指標種の保全対策が必要になります。 

その一方で、過去には記録があるものの、現在は見られなくなった指 

標種もあります。ガムシやシマゲンゴロウは、かつては神奈川県内に広 

く分布していましたが、平成２年（1990 年）以降は急速に個体数が減少   

    していると思われる指標種です。本市においても、約１０年前に確認され

たのが最後となっており、これらの指標種の再定着に繋がる環境整備も

必要です。 

 そのために、地元自治会や環境団体等と連携し、環境保全や環境整備

対策を行うことで、市内の生物多様性におけるホットスポット※1 のよう

な役割を担う場所を創造し、エコロジカルネットワーク※2 を形成するこ

とで、結果的に、市全体の生物多様性の保全に繋げていきたいと考えて

います。 

 今回の調査では、多くの場所で外来種の生息も確認できました。特に、

生態系等に被害を及ぼす特定外来生物などの対応を行うとともに、継続

的な生き物調査を実施し、市内全体の生物多様性の状況を把握していく

ことが必要です。 

    また、平成３０年４月に国が策定した第５次環境基本計画では、相互に 

関連、複雑化している環境・経済・社会問題の解決のために、各地域が 

地域資源を補い支え合い、地域資源の特性を生かした自立・分散型の社 

会を形成する考え方（地域循環共生圏）が提唱されています。 

本市では、水と緑を始めとする豊かな自然環境が地域資源であり、こ 

の活動により、こうした地域資源を求める人々との補完的な関係や経済 

的な繋がりが生まれ、地域の活性化を図ることが期待できます。 

 こうした理念に基づき行動している団体等の活動により、本市では生 

物多様性を保全し、活用を目指す地域もあります。このような団体等と 

連携し、またこのような市民活動が市内全域に広がることを目指しなが

ら、地域活性化にも繋げていきたいと考えています。 

  ※１「生物多様性におけるホットスポット」 

多様な生物が生息しているにもかかわらず、絶滅に瀕した種も生息している地域 

   ※２「エコロジカルネットワーク」 

  優れた自然がある場所と、それらの場所と場所をつなぐ回廊の総称 
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第５章 計画の推進体制。 

１ 計画の推進体制 

(1) 計画の推進 

「みどり」は、多様な生物の生息空間として保全が重要となっています。

その大切な構成要素である「緑」を保全・再生・創造するためには、秦野

に今ある緑を保全再生するとともに、新たな「緑」の創造に、市民及び事

業者並びに行政が、それぞれの役割を認識したうえで、連携し、協働する

ことによる計画の推進が求められます。 

具体的には、「緑の把握」については、都市公園や地域制緑地等の緑の現 

状を把握し、「生物多様性の保全」については、生物調査を実施し、その結

果を付属機関である秦野市環境審議会に報告し、指摘や助言を受けること 

とします。 

(2) 体制の整備 

協働による緑の保全・再生・創造を進めるうえで、市民及び事業者が参

加しやすいシステムを構築し、そのための体制を整備していきます。 

 (3) 計画の見直し 

計画の進ちょく状況、今後の社会動向、「都市計画に関する基礎調査」の

結果などにより、おおむね５年ごとを目安として、必要に応じて計画の見

直しをしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



整備目標総括表 

年　次 計画策定当初（平成18年） 中間年次（平成30年度実績） 計画策定当初目標（令和7年度） 目標年次（令和7年度）

市街化区域 都市計画区域 市街化区域 都市計画区域 市街化区域 都市計画区域 市街化区域 都市計画区域

整備量 ㎡／人 整備量 ㎡／人 整備量 ㎡／人 整備量 ㎡／人 整備量 ㎡／人 整備量 ㎡／人 整備量 ㎡／人 整備量 ㎡／人

箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha)
住 区 街 区 公 園 155 13.03 0.85 161 13.22 0.78 172 14.98 1.00 179 15.19 0.92 187 15.74 1.00 193 15.93 0.92 176 15.87 1.08 183 16.08 0.99
基 幹 近 隣 公 園 2 3.33 0.22 2 3.33 0.20 2 3.33 0.22 2 3.33 0.20 3 5.33 0.34 4 7.33 0.42 3 5.33 0.36 4 7.33 0.45
公 園 地 区 公 園 0.00 1 6.82 0.40 0.00 1 6.82 0.41 0.00 3 17.82 1.03 2 11.92 0.74
都 市 総 合 公 園 0.00 1 20.10 1.16
基 幹 運 動 公 園 1 16.42 1.07 1 16.42 0.97 1 17.75 1.18 1 17.75 1.08 1 16.42 1.05 1 16.42 0.95 1 17.75 1.21 1 17.75 1.10
基幹公園　計 158 32.79 2.15 165 39.80 2.36 175 36.07 2.40 183 43.10 2.61 191 37.49 2.39 202 77.61 4.50 180 38.95 2.65 190 53.09 3.28

風 致 公 園 1 0.66 0.04 1 0.66 0.04 1 0.66 0.04 1 0.66 0.04 1 0.66 0.04 1 0.66 0.04 1 0.66 0.04 1 0.66 0.04
特　殊 動 植 物

歴 史 公 園 1 1.02 0.07 1 1.02 0.06 1 1.02 0.07 1 1.02 0.06 2 1.62 0.10 3 7.92 0.46 2 1.62 0.11 3 7.92 0.49
公　園 墓 園

そ の 他

広　場　公　園

広　域　公　園 1 34.63 2.05 1 36.10 2.19 1 56.90 3.30 1 50.83 3.14
緩　衝　緑　地

都　市　緑　地 10 13.72 0.90 10 13.72 0.81 11 14.40 0.96 12 25.05 1.52 10 13.72 0.87 10 13.72 0.79 11 14.40 0.98 12 25.05 1.55
緑　　道

都　市　林

国の設置によるもの

都市公園　計 170 48.20 3.15 178 89.84 5.33 188 52.16 3.48 198 105.94 6.42 204 53.50 3.41 217 156.81 9.08 194 55.64 3.79 207 137.55 8.49
公共施設緑地 118 104.72 6.85 190 319.72 18.97 102 99.88 6.66 186 294.04 17.82 112 103.48 6.60 184 332.73 19.27 103 99.41 6.76 186 293.40 18.11

都市公園等　合計 288 152.92 10.01 368 409.57 24.30 290 152.04 10.14 384 399.98 24.24 316 156.98 10.01 401 489.55 28.36 297 155.06 10.55 393 430.96 26.60
民間施設緑地 457 50.98 3.34 500 343.08 20.35 886 69.70 4.65 937 365.27 22.14 1298 67.57 4.31 1557 362.94 21.02 1265 75.88 5.16 1535 372.00 22.96

施設緑地　計 745 203.90 13.34 868 752.65 44.65 1176 221.73 14.78 1321 765.24 46.38 1614 224.55 14.31 1958 852.49 49.38 1562 230.93 15.71 1928 802.96 49.57
特別緑地保全地区 2 17.77 1.13 3 27.67 1.60 2 17.77 1.21 3 27.67 1.71

風致地区

生産緑地地区 713 107.00 7.00 713 107.00 6.35 670 100.80 6.72 670 100.80 6.11 665 100.00 6.37 665 100.00 5.79 665 100.00 6.80 665 100.00 6.17
その他法によるもの 0 0.00 0.00 3 8,393.69 497.91 0 0.00 0.00 3 7,719.58 467.85 0 0.00 0.00 3 8,318.19 481.85 3 7,699.10 475.25

法によるもの　計 713 107.00 7.00 716 8,500.69 504.26 670 100.80 6.72 673 7,820.38 473.96 667 117.77 7.51 671 8,445.86 489.25 667 117.77 8.01 671 7,826.77 483.13
緑地協定

条例等によるもの 25 25.52 1.67 31 476.24 28.25 23 24.73 1.65 32 476.63 28.89 24 19.96 1.27 37 477.66 27.67 24 19.78 1.35 33 471.68 29.12
小計 738 132.52 8.67 747 8,976.93 532.51 693 125.53 8.37 705 8,297.01 502.85 691 137.73 8.78 708 8,923.52 516.92 691 137.55 9.36 704 8,298.45 512.25

地域制緑地間の重複 2,009.82 119.22 2,009.82 121.81 2,009.82 116.42 2,009.82 124.06
地域制緑地　計 738 132.52 8.67 747 6,967.11 413.28 693 125.53 8.37 705 6,287.19 381.04 691 137.73 8.78 708 6,913.70 400.49 691 137.55 9.36 704 6,288.63 388.19

施設・地域制緑地間の重複 3 99.34 5.89 0.00 4 100.97 6.12 0.00 6 127.37 7.38 4 105.64 6.52
緑地総計 1483 336.42 22.01 1612 7,620.42 452.04 1869 347.26 23.15 2022 6,951.46 421.30 2305 362.28 23.09 2660 7,638.81 442.50 2253 368.48 25.07 2628 6,985.94 431.23
人　口 市街化区域人口 153 千人 市街化区域人口 150 千人 市街化区域人口 157 千人 市街化区域人口 147 千人

都市計画区域人口 169 千人 都市計画区域人口 165 千人 都市計画区域人口 173 千人 都市計画区域人口 162 千人

面　積 市街化区域面積 2,437 ha 市街化区域面積 2,438 ha 市街化区域面積 2,467 ha 市街化区域面積 2,438 ha
都市計画区域面積 10,361 ha 都市計画区域面積 10,376 ha 都市計画区域面積 10,361 ha 都市計画区域面積 10,376 ha

緑地の確保目標水準 13.80 % 14.24 % 14.68 % 15.11 %
都市計画区域面積に対する割合 73.55 % 都市計画区域面積に対する割合 67.00 % 都市計画区域面積に対する割合 73.73 % 都市計画区域面積に対する割合 67.33 %

都市公園等の目標水準 都市公園 5.33 ㎡／人 都市公園 6.42 ㎡／人 都市公園 9.08 ㎡／人 都市公園 8.49 ㎡／人

（住民一人当たりの面積） 都市公園等 24.30 ㎡／人 都市公園等 24.24 ㎡／人 都市公園等 28.36 ㎡／人 都市公園等 26.60 ㎡／人

※現況（H18）は、年度末（H19.3)のものを使用。

市街化区域面積に対する割合市街化区域面積に対する割合 市街化区域面積に対する割合

施設緑地種別

市街化区域面積に対する割合
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【生物調査地概要】（水田・雑木林） 
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（公園・神社） 
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（河川） 
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【調査地区概要と調査結果（水田）】 

地区 
地域特性※ 

確認された指標植物 確認された指標動物 

北地区 

定期的に草刈りがされており、稲作期以外は乾燥していま

す。ｲﾜﾂﾊﾞﾒやｺﾁﾄﾞﾘなどの鳥類が、餌場や休憩場所として利

用している水田が点在しています。 

ｵﾓﾀﾞｶ･ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ･ｺﾅｷﾞ･ｹｷﾂﾈﾉ

ﾎﾞﾀﾝ･ﾐｿﾞｿﾊﾞ類･ﾐﾐﾅｸﾞｻ･ﾉﾐﾉﾌ

ｽﾏ･ﾂﾘｶﾞﾈﾆﾝｼﾞﾝ･ﾉｱｻﾞﾐ･ｺｵﾆﾀ

ﾋﾞﾗｺ･ｾﾘ 

ｼｭﾚｰｹﾞﾙｱｵｶﾞｴﾙ･ﾋﾒｱﾒﾝﾎﾞ･ｼﾏｱ

ﾒﾝﾎﾞ･ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ･ｻﾜｶﾞﾆ･ｼｷﾞ､ﾁ

ﾄﾞﾘ類 

東地区 

環境団体等が管理している水田や湧水を利用した水田が広

がり、平地に広がる水田や山裾の谷戸田などが多くみられ

ます。一部乾燥した水田や休耕地も点在しますが、一年を

通じて湿った状態の水田が多く存在しています。 

ｵﾓﾀﾞｶ･ﾐｽﾞｵｵﾊﾞｺ･ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ･ｺ

ｶﾞﾏ･ｺﾅｷﾞ･ﾀｶﾞﾗｼ･ｹｷﾂﾈﾉﾎﾞﾀﾝ･

ﾜﾚﾓｺｳ・ｱｶﾊﾞﾅ･ﾁｮｳｼﾞﾀﾃﾞ・ﾐｿﾞ

ｿﾊﾞ類・ｻｸﾗﾀﾃﾞ類・ﾐﾐﾅｸﾞｻ・

ﾉﾐﾉﾌｽﾏ・ﾂﾘﾌﾈｿｳ・ﾑﾗｻｷｻｷﾞｺﾞ

ｹ・ﾂﾘｶﾞﾈﾆﾝｼﾞﾝ･ﾉｱｻﾞﾐ･ｺｵﾆﾀﾋﾞ

ﾗｺ･ｶﾝﾄｳﾖﾒﾅ･ﾀｳｺｷﾞ･ｾﾘ 

ﾔﾏｱｶｶﾞｴﾙ･ｼｭﾚｰｹﾞﾙｱｵｶﾞｴﾙ･ﾂﾁ

ｶﾞｴﾙ･ﾆﾎﾝｲﾓﾘ･ﾄﾞｼﾞｮｳ･ﾎﾄｹﾄﾞ

ｼﾞｮｳ･ﾀｲｺｳﾁ･ﾐｽﾞｶﾏｷﾘ･ﾋﾒｱﾒﾝ

ﾎﾞ･ｼﾏｱﾒﾝﾎﾞ･ｵﾆﾔﾝﾏ･ﾊｸﾞﾛﾄﾝ

ﾎﾞ･ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ･ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ･･ｻﾜ

ｶﾞﾆ･ﾏﾙﾀﾆｼ･ｶﾜﾆﾅ･ｻｷﾞ類･ｶﾔﾈ

ｽﾞﾐ 

上地区 

環境団体等が管理している湧水を利用した水田が広がって

います。ほとんどが休耕地ですが、一年を通じて湿った状

態の水田が多く存在しています。 

ｵﾓﾀﾞｶ･ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ･ｺﾅｷﾞ･ﾀｶﾞﾗｼ･

ｹｷﾂﾈﾉﾎﾞﾀﾝ･ｱｶﾊﾞﾅ･ﾁｮｳｼﾞﾀﾃﾞ･

ﾐｿﾞｿﾊﾞ類･ｻｸﾗﾀﾃﾞ類･ﾐﾐﾅｸﾞｻ･

ﾂﾘﾌﾈｿｳ･ﾑﾗｻｷｻｷﾞｺﾞｹ･ﾐｿﾞﾎｵｽﾞ

ｷ･ｶﾝﾄｳﾖﾒﾅ･ﾀｳｺｷﾞ･ｾﾘ 

ｼｭﾚｰｹﾞﾙｱｵｶﾞｴﾙ･ﾂﾁｶﾞｴﾙ･ﾆﾎﾝｲ

ﾓﾘ･ﾄﾞｼﾞｮｳ･ﾎﾄｹﾄﾞｼﾞｮｳ･ﾋﾒｱﾒﾝ

ﾎﾞ･ｼﾏｱﾒﾝﾎﾞ･ｵﾆﾔﾝﾏ･ﾊｸﾞﾛﾄﾝ

ﾎﾞ･ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ･ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ・ﾍｲ

ｹﾎﾞﾀﾙ･ｻﾜｶﾞﾆ･ﾏﾙﾀﾆｼ･ｶﾜﾆﾅ･ｻ

ｷﾞ類・ｼｷﾞ､ﾁﾄﾞﾘ類 
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西地区 

四十八瀬川の河川沿いや渋沢丘陵からの湧水を利用した水

田が広がり、一部乾燥した水田や休耕地も点在しますが、

一年を通じて湿った状態の水田が多く存在しています。 

ｵﾓﾀﾞｶ･ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ･ｺｶﾞﾏ･ｺﾅｷﾞ･ﾀ

ｶﾞﾗｼ･ｹｷﾂﾈﾉﾎﾞﾀﾝ･ﾜﾚﾓｺｳ･ﾁｮｳ

ｼﾞﾀﾃﾞ･ﾐｿﾞｿﾊﾞ類･ﾐﾐﾅｸﾞｻ･ﾂﾘﾌ

ﾈｿｳ･ﾑﾗｻｷｻｷﾞｺﾞｹ･ﾐｿﾞﾎｵｽﾞｷ･ﾐ

ｿﾞｶｸｼ･ﾉｱｻﾞﾐ･ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ･ｶﾝﾄｳ

ﾖﾒﾅ･ﾀｳｺｷﾞ･ｾﾘ 

ﾔﾏｱｶｶﾞｴﾙ･ｼｭﾚｰｹﾞﾙｱｵｶﾞｴﾙ･ﾂﾁ

ｶﾞｴﾙ･ﾄﾞｼﾞｮｳ･ﾎﾄｹﾄﾞｼﾞｮｳ･ﾀｲｺ

ｳﾁ･ﾋﾒｱﾒﾝﾎﾞ･ｼﾏｱﾒﾝﾎﾞ･ｵﾆﾔﾝﾏ･

ﾊｸﾞﾛﾄﾝﾎﾞ･ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ･ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞ

ﾀﾙ･ﾍｲｹﾎﾞﾀﾙ･ｻﾜｶﾞﾆ･ﾏﾙﾀﾆｼ･ｶﾜ

ﾆﾅ･ｻｷﾞ類 

南地区 

住宅街の中に点在する湧水を利用した水田や湿地があり、

市内唯一の湖があるなど、貴重な水辺環境が残されていま

す。 

ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ･ｹｷﾂﾈﾉﾎﾞﾀﾝ･ﾂﾘﾌﾈｿｳ･

ｾﾘ 

ﾔﾏｱｶｶﾞｴﾙ･ﾎﾄｹﾄﾞｼﾞｮｳ･ﾋﾒｱﾒﾝ

ﾎﾞ･ｼﾏｱﾒﾝﾎﾞ･ｵﾆﾔﾝﾏ･ﾊｸﾞﾛﾄﾝ

ﾎﾞ･ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ･ｻﾜｶﾞﾆ･ｶﾜﾆﾅ 

大根地区 

弘法山の山裾には水田が広がり、ホタルなどが生息する貴

重な場所となっています。畔は常に草刈りがされ、一部乾

燥した水田や休耕地も点在しますが、一年を通じて湿った

状態の水田が多く存在しています。 

ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ･ﾐｿﾞｿﾊﾞ類･ｻｸﾗﾀﾃﾞ

類･ﾉﾐﾉﾌｽﾏ･ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ･ｶﾝﾄｳﾖﾒ

ﾅ･ｾﾘ 

ｼｭﾚｰｹﾞﾙｱｵｶﾞｴﾙ･ﾂﾁｶﾞｴﾙ･ﾄﾞｼﾞ

ｮｳ･ﾋﾒｱﾒﾝﾎﾞ･ｼﾏｱﾒﾝﾎﾞ･ｵﾆﾔﾝﾏ･

ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ･ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ･ｻﾜｶﾞﾆ･ﾏ

ﾙﾀﾆｼ･ｶﾜﾆﾅ 

鶴巻地区 

平野部には整備された水田が広がっていますが、冬季は水

のほとんどない乾田となり、一部に休耕田も点在していま

す。 

ｵﾓﾀﾞｶ･ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ･ｺﾅｷﾞ･ﾀｶﾞﾗｼ･

ｹｷﾂﾈﾉﾎﾞﾀﾝ･ﾁｮｳｼﾞﾀﾃﾞ･ﾐｿﾞｿﾊﾞ

類･ｻｸﾗﾀﾃﾞ類･ﾉﾐﾉﾌｽﾏ･ﾑﾗｻｷｻ

ｷﾞｺﾞｹ･ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ･ｶﾝﾄｳﾖﾒﾅ･ｾﾘ 

ﾄｳｷｮｳﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ･ﾂﾁｶﾞｴﾙ･ﾄﾞｼﾞ

ｮｳ･ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ･ﾏﾙﾀﾆｼ･ｶﾜﾆﾅ･ｻ

ｷﾞ類 
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 【調査地区概要と調査結果（雑木林）】 

地区 
地域特性 

確認された指標植物 確認された指標動物 

北地区 

国定公園や自然環境保全地域が広がり、良好な自然環境が

残る地域でスギやヒノキの針葉樹林が多く、下草はシダ植物

が繁茂しています。 

ｶﾝｱｵｲ類・ﾋﾄﾘｼｽﾞｶ･ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ･ｳ

ﾗｼﾏｿｳ･ﾎｳﾁｬｸｿｳ･ﾎﾄﾄｷﾞｽ･ﾔﾏﾕ

ﾘ･ｷﾝﾗﾝ･ｷﾞﾝﾗﾝ・ｼｭﾝﾗﾝ･ｵｵﾊﾞｷﾞ

ﾎﾞｳｼ･ﾔﾌﾞﾗﾝ･ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ･ﾔﾌﾞｺｳ

ｼﾞ･ﾘﾝﾄﾞｳ･ﾔﾏﾙﾘｿｳ･ｱｷﾉﾀﾑﾗｿｳ･

ｷｯｺｳﾊｸﾞﾏ･ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻ･ｼﾗﾔﾏｷﾞｸ 

ﾓﾝｷｱｹﾞﾊ･ｼﾞｬｺｳｱｹﾞﾊ･ｷﾏﾗﾀﾞﾋｶ

ｹﾞ類･ｸﾂﾜﾑｼ･ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ･ﾐﾝﾐﾝｾﾞ

ﾐ･ﾋｸﾞﾗｼ･ｵｵﾋﾗﾀｼﾃﾞﾑｼ･ｽｽﾞﾒﾊﾞ

ﾁ類･ｺｹﾞﾗ類 

東地区 

国定公園や自然公園、峡谷など生態系豊かな環境が広がり、

良好な自然が残っている地域で、林道や散策路、環境団体等

が管理している雑木林などがあります。 

ｶﾝｱｵｲ類・ﾋﾄﾘｼｽﾞｶ･ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ･ｳ

ﾗｼﾏｿｳ･ﾎｳﾁｬｸｿｳ･ﾎﾄﾄｷﾞｽ･ﾔﾏﾕ

ﾘ･ｷﾝﾗﾝ･ｷﾞﾝﾗﾝ･ｴﾋﾞﾈ･ｼｭﾝﾗﾝ･ﾔ

ﾌﾞﾗﾝ･ﾆﾘﾝｿｳ･ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ･ﾔﾌﾞｺｳ

ｼﾞ･ｲﾁﾔｸｿｳ･ﾘﾝﾄﾞｳ･ﾔﾏﾙﾘｿｳ･ｱｷ

ﾉﾀﾑﾗｿｳ･ｵｹﾗ･ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻ･ｼﾗﾔﾏｷﾞ

ｸ 

ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ･ﾓﾝｷｱｹﾞﾊ･ｸﾛｺﾉﾏﾁｮ

ｳ･ﾊﾗﾋﾞﾛｶﾏｷﾘ･ﾊﾔｼﾉｳﾏｵｲ･ｸﾂﾜﾑ

ｼ･ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ･ﾐﾝﾐﾝｾﾞﾐ･ﾊﾝﾐｮｳ･ｵ

ｵﾋﾗﾀｼﾃﾞﾑｼ･ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ類･ｶﾗ類･

ｺｹﾞﾗ類･ﾀﾇｷ､ｱﾅｸﾞﾏの痕跡 

上地区 

国定公園や自然環境保全地域が広がり、良好な自然環境が残

り、多様な木々や四季折々の草花が見られ、希少種も確認さ

れています。 

ﾋﾄﾘｼｽﾞｶ･ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ･ﾎｳﾁｬｸｿｳ･ﾎ

ﾄﾄｷﾞｽ･ﾔﾏﾕﾘ･ｷﾝﾗﾝ･ｷﾞﾝﾗﾝ･ｼｭﾝ

ﾗﾝ･ｵｵﾊﾞｷﾞﾎﾞｳｼ･ﾔﾌﾞﾗﾝ･ﾀﾁﾂﾎﾞ

ｽﾐﾚ･ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ･ﾘﾝﾄﾞｳ･ｱｷﾉﾀﾑﾗｿ

ｳ･ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻ･ｼﾗﾔﾏｷﾞｸ 

ﾓﾝｷｱｹﾞﾊ･ｸﾛｺﾉﾏﾁｮｳ･ﾊﾔｼﾉｳﾏｵ

ｲ･ｸﾂﾜﾑｼ･ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ･ﾐﾝﾐﾝｾﾞﾐ･ﾋ

ｸﾞﾗｼ･ｶﾗ類･ｺｹﾞﾗ類 
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西地区 

北側に丹沢大山自然公園、中央部に住宅街、南側に渋沢丘陵

が広がり、人の手により管理された雑木林があります。また、

渋沢丘陵を中心に環境教育の場や谷戸田の自然が残されて

いる貴重な場所となっています。 

ｶﾝｱｵｲ類･ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ･ﾎｳﾁｬｸｿｳ･ﾎ

ﾄﾄｷﾞｽ･ﾔﾏﾕﾘ･ｷﾝﾗﾝ･ｷﾞﾝﾗﾝ･ｴﾋﾞ

ﾈ･ｼｭﾝﾗﾝ･ｵｵﾊﾞｷﾞﾎﾞｳｼ･ﾔﾌﾞﾗﾝ･

ﾆﾘﾝｿｳ･ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ･ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ･ｲﾁ

ﾔｸｿｳ･ﾔﾏﾙﾘｿｳ･ｱｷﾉﾀﾑﾗｿｳ･ﾔﾌﾞﾚ

ｶﾞｻ･ｼﾗﾔﾏｷﾞｸ 

ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ･ｼﾞｬｺｳｱｹﾞﾊ･ｵｵﾑﾗｻ

ｷ･ｷﾏﾗﾀﾞﾋｶｹﾞ類･ｸﾛｺﾉﾏﾁｮｳ･ﾌｷ

ﾊﾞｯﾀ類･ﾊﾔｼﾉｳﾏｵｲ･ｸﾂﾜﾑｼ･ｱﾌﾞ

ﾗｾﾞﾐ･ﾐﾝﾐﾝｾﾞﾐ･ﾋｸﾞﾗｼ･ｵｵﾋﾗﾀｼ

ﾃﾞﾑｼ･ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ類･ｶﾗ類･ｺｹﾞﾗ

類・ﾀﾇｷ､ｱﾅｸﾞﾏの痕跡 

南地区 

住宅街の近くに社寺林や神奈川県の探鳥地 50 選に選ばれた

まとまった緑地などがあり、南側には大磯丘陵が広がってい

ます。 

ﾋﾄﾘｼｽﾞｶ･ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ･ｳﾗｼﾏｿｳ･ﾎｳ

ﾁｬｸｿｳ･ﾎﾄﾄｷﾞｽ･ﾔﾏﾕﾘ･ｷﾝﾗﾝ･ｷﾞ

ﾝﾗﾝ･ｴﾋﾞﾈ･ｼｭﾝﾗﾝ･ｵｵﾊﾞｷﾞﾎﾞｳ

ｼ･ﾔﾌﾞﾗﾝ･ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ･ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ･

ｲﾁﾔｸｿｳ･ﾘﾝﾄﾞｳ･ﾔﾏﾙﾘｿｳ･ｱｷﾉﾀﾑ

ﾗｿｳ･ｷｯｺｳﾊｸﾞﾏ･ｵｹﾗ･ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻ･

ｼﾗﾔﾏｷﾞｸ 

ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ･ﾓﾝｷｱｹﾞﾊ･ｼﾞｬｺｳｱ

ｹﾞﾊ･ｷﾏﾗﾀﾞﾋｶｹﾞ類･ｸﾛｺﾉﾏﾁｮｳ･

ﾌｷﾊﾞｯﾀ類･ﾊﾔｼﾉｳﾏｵｲ･ｸﾂﾜﾑｼ･ｱ

ﾌﾞﾗｾﾞﾐ･ﾐﾝﾐﾝｾﾞﾐ･ﾋｸﾞﾗｼ･ｵｵﾋﾗ

ﾀｼﾃﾞﾑｼ･ｶﾌﾞﾄﾑｼ･ｸﾛｶﾅﾌﾞﾝ･ｽｽﾞ

ﾒﾊﾞﾁ類･ｶﾗ類･ｺｹﾞﾗ類 

大根地区 

北側に県立大山自然公園、駅周辺には商店や住宅街、市街地

には自社林が点在している地域。かつてあった、クヌギやコ

ナラは減少し、桜やイロハモミジが植林された雑木林が広が

り、人の手により管理された雑木林と放置された雑木林が混

在しています。 

ﾋﾄﾘｼｽﾞｶ･ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ･ﾎｳﾁｬｸｿｳ･ﾔ

ﾏﾕﾘ･ｷﾝﾗﾝ･ｷﾞﾝﾗﾝ･ｴﾋﾞﾈ･ｼｭﾝﾗ

ﾝ･ｵｵﾊﾞｷﾞﾎﾞｳｼ･ﾔﾌﾞﾗﾝ･ﾀﾁﾂﾎﾞｽ

ﾐﾚ･ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ･ｲﾁﾔｸｿｳ･ﾘﾝﾄﾞｳ･ｱ

ｷﾉﾀﾑﾗｿｳ･ｵｹﾗ･ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻ･ｼﾗﾔﾏ

ｷﾞｸ 

ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ･ﾓﾝｷｱｹﾞﾊ･ｷﾏﾗﾀﾞﾋｶ

ｹﾞ類･ｸﾛｺﾉﾏﾁｮｳ･ﾊﾔｼﾉｳﾏｵｲ･ｸﾂ

ﾜﾑｼ･ｴｿﾞﾂﾕﾑｼ･ﾆﾎﾝﾄﾋﾞﾅﾅﾌｼ･ｱ

ﾌﾞﾗｾﾞﾐ･ﾐﾝﾐﾝｾﾞﾐ･ﾋｸﾞﾗｼ･ｵｵﾋﾗ

ﾀｼﾃﾞﾑｼ･ｶﾌﾞﾄﾑｼ･ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ類･ｶ

ﾗ類･ｺｹﾞﾗ類 

※「地域特性」 

  地域ごとの調査地周辺の概要をまとめたものです。地区全体の概要説明をしているものではありません。 
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